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１、 感染症
２、 登園基準の問題点
３、 予防接種
４、 VPD

５、 その他の感染症



感染症



感染症
昆虫（しらみetc）
寄生虫（蟯虫etc）
真菌・原虫（カンジダetc）
細菌（溶連菌感染症etc）
リケッチア（ツツガムシetc）
クラミジア（オーム病ｅｔｃ）
ウイルス（インフルエンザetc）
プリオン（クロイチェルヤコブ病etc）



感染様式

接触感染（病原体が付着した部位との接触による摂取）

空気感染（空気中を漂う病原体の摂取）

飛沫感染（病原体を含んだ鼻汁等の摂取）

媒介生物による感染（蚊、ハエ、ねずみが媒介）

一般担体による感染（汚染された食品、水を摂取）



感染源

媒介物

感染

隔離
ワクチン



１:手掌を合わせよくこする

２．手の甲を伸ばすようにする

３、指先、爪の間を入念にこする

正しい手の洗い方



４、指の間を充分に洗う

５、親指と手掌をねじり洗いする

６、手首も忘れずに洗う

福井県ＨＰより

７、ペーパータオルで拭く



園で感染症を流行させない為に

・手洗いの励行

・おむつ交換時、シートを共用しない（ 使い捨てのシート等 ）

・おむつ交換は専用の場所（水分の浸み込まない材質）

・汚染された衣類などは園で洗わず、ビニール袋に入れ、
家へ持ち帰る。

・おもちゃ等の次亜塩素酸での消毒
０.１％：トイレ、おむつ交換場所
０.０１％：おもちゃ、食器類用
ハイター原液（５％）、ミルトン（１％）

・
・

子どもの健康と安全を守るためのＡＢＣ（米国ＣＤＣによるガイドライン）



いつ手を洗うか －子ども達ー

・ 保育施設に着いたとき

・ 食事の直前直後

・ トイレの後、おむつを替えてもらった後

・ 外で遊んだ後

・ ペット、ペットのかご、ペット用品を触った後

・ 見た目手が汚れている時

・ 家に帰る前

子どもの健康と安全を守るためのＡＢＣ（米国ＣＤＣによるガイドライン）



いつ手を洗うか －保育者ー

・ 仕事場に着いたとき

・ 食べ物を扱ったり、ミルクを用意したり、子どもに食べ

させたりした後

・ トイレの後、子どもの排泄を手伝った後、おむつを替えた後

・ 汗、汚れたおむつ、鼻汁、つば、嘔吐物などに触れた後

・ ペット、ペットのかご、ペット用品を触った後

・ 見た目手が汚れている時、子どもの体を拭いたり、部屋、

トイレ、おもちゃなどを清掃した後

・ 手袋を使用した後

・ 子どもに薬を飲ませたり、軟膏を塗ったりする前

（自分自身に対しても同様）

・ 家に帰る前
子どもの健康と安全を守るためのＡＢＣ（米国ＣＤＣによるガイドライン）
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コプリック斑麻疹の経過



待合室

３回受診

麻疹ワクチン未
延５１名

ワクチン済

１名

６名

１名

７名発症

[Kinders:877,942]より

某診療所に於ける
麻疹の院内感染

（２００１．４）
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２００３春の県内高校生・金工大生間の麻疹

？（九州の高校生）

新潟県高等学校剣道春季

錬成会（新潟 4/2-4/20）

新潟県５１校２１０名

富山県１校１名

群馬県３校４５名

県内７校＋２校＋α

四校旗金大旗争奪高校春季剣道大会（金沢4/29）

県内５校＋α

金工大６５名



学校保健安全法
（文部科学省令への委任）
第２１条 前２条（第１９条の規定に基づく政令を含む。）及び感染症の予防及び感染症患者

に対する医療に関する法律（平成１０年法律第百十四号）その他感染症の予防に関して規
定する法律（これらの法律に基づく命令を含む。）に定めるもののほか、学校における感染
症の予防に関し必要な事項は、文部省令で定める。

学校保健安全法施行規則
第３章 感染症の予防
第１９条 （出席停止の期間の基準） 令第6条第2項 の出席停止の期間の基準は、前条の

感染症の種類に従い、次のとおりとする。
学校保健法施行規則の一部を改正する省令・・通知（平成１２年文体学第１６８号）３
Ⅲ留意事項
２ 学校における伝染病の予防の適切な実施の確保を図るため、「学校で予防すべき伝染

病に関解説書（仮称）」を作成することとしており、追って送付すること。
学校において予防すべき伝染病の解説
保育所保育指針（旧）
いわゆる学校伝染病として定められている病気にかかった子どもが保育所に再び通い始
める時期は、その出席停止期間を基本とし、・・・・・



出席停止の期間の基準

○第一種 ：治癒するまで： エボラ出血熱、…、ペスト、…、ポリオ、コレラ、細菌性
赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス

○第二種 ：伝染病ごとに定めた出席停止の期間の基準とおり。ただし、病状により
（結核を 学校医その他の医師において伝染のおそれがいと認めたときはこの限

除く） りではない。： インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、
水痘、咽頭結膜熱

○結核及び：病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認める
第三種 まで。： 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結

膜炎、結核、その他の伝染病

その他の伝染病
①条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病： 溶連菌感染症、

ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラ
ズマ肺炎、流行性嘔吐下痢症

②通常出席停止の措置は必要ないと考えられる伝染病： アタマジラミ、水いぼ
（伝染性軟属腫）、伝染性膿痂疹（とびひ）

学校において予防すべき伝染病の解説



学校保健安全法施行規則

第19条 令第6条第2項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の
種類に従い、次のとおりとする。

１ 第１種の感染症にかかった者については、治癒するまで。
２ 第２種の感染症（結核を除く）にかかった者については、次の期間。

ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれが
ないと認めたときは、この限りではない。

イ インフルエンザ（鳥インフルエンザ(H５N１）及び新型インフルエン
ザ等感染症を除く）にあっては、解熱した後２日を経過するまで。

ロ 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで。
ハ 麻しんにあっては、解熱した後３日を経過するまで
ニ （略）
ホ 風しんにあっては、発しんが消失するまで
へ 水痘にあっては、すべての発しんが痂皮化するまで
ト 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後２日を経過するま

で。



出席停止期間

感染様式と疾患の特性を考慮し、それぞれの疾患について

人から人へ伝染する程度に病原体が排泄されている期間を基準

としている。 このため、微量の病原体が咽頭等に存在しても、他

人に感染するおそれがない程度であれば、出席停止の措置を講

じる必要はない。

学校において予防すべき伝染病の解説



児童福祉法
第四十五条 厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営並びに・・ついて、最低

基準を定めなければならない。
この場合において、その最低基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のため

に必要な生活水準を確保するものでなければならない。
・・・・・
児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上
を図ることに努めるものとする。
児童福祉最低基準
（保育の内容)

第35条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性と
し、その内容については、厚生労働大臣が、これを定める。
保育所保育指針（平成２１年４月）

解説
【出席停止期間】
いわゆる学校伝染病として定められた感染症に罹患した子どもが登所を再開する時期に
ついては、その出席停止期間を守ることを基本とします。

保育所における感染症対策ガイドライン
学校保健安全法に規定された学校感染症の対策は、保育所における感染症対策を検討
する上で参考になるものですが、・・・・、乳幼児は学校・生徒と比較して抵抗力が弱いなど
の特性を踏まえた対応が必要です。



乳幼児は、学童・生徒に比較して感染症に対する免疫を獲得
しておらず、体力も微弱です。また一緒に遊んだり、隣り合っ
て昼寝をしたりするなど、長時間にわたり、互いに接触する機
会が多く、さらには手洗い、食事、おむつ替え等が日々行われ
ています。このように保育所は、乳幼児にとって感染の危険性
が高く、さらに種々の感染症の発症が起こりやすい場であるこ
とを理解し、適切な感染症対策が必要です。
・・・・・
これらの感染症は、患者が回復し無症状になった後でもウイ

ルスを排泄し感染力を有する事があるので、保育所内での感染
を防止するためには、各感染症の特性を考慮し、感染力がなく
なるまで罹患児の登園を避けるよう保護者に依頼するなどの対
応が必要です。

‐保育所における感染症対策ガイドライン‐



インフルエンザ

学校において予防すべき伝染病

登校基準：解熱した後2日を経過するまで出席停止とする。

ただし、病状により伝染のおそれがないと認め

られたときはこの限りではない。

保育所における感染症対策ガイドライン

登園基準：発症後最低５日間かつ解熱した後３日を経過す

るまで



ダブルスタンダードの登園禁止規定

・ 年齢（兄弟）によって登園登校基準が違う

・ 同じ年齢でも幼稚園・保育所で登園基準が違う

・ 幼稚園でも未満児が登園、幼保園でその主体によって違う

→ 医療側、施設側、保護者の混乱

・ 登園登校基準の相違で施設内の感染児発生した場合、免責は？

・ 登園登校禁止の期間が長くなれば

感染の危険性↓

保護者の就労↓→減給

教科進行の遅延↓



治療

病原体に対して

抗菌剤 → 細菌感染症
（溶連菌、伝染性膿痂疹、（細菌性腸炎）など）

抗ウイルス剤 → ウイルス感染症の一部のみ
（インフルエンザ、水痘（帯状疱疹）など）

駆虫剤 → アタマジラミ、蟯虫



対症療法

解熱剤、鎮痛剤、鎮咳剤、整腸剤、鎮吐剤・・ ・・ ・・ ・・

症状と治療

咳 ：痰を排泄 → 呼吸をしやすくする、呼吸面積を拡げる、

＊咳を止めない！

下痢：排便 → 病原菌、ウイルス、毒素を排泄する、

＊下痢は止めない！

発熱：白血球やリンパ球の活動がしやすい環境

→ 熱はやたら下げない。



予防接種一般



予防接種の種類

１：致死的で重い後遺症を残す危険性のある感染症
（痘瘡、ポリオ、日本脳炎、破傷風、ジフテリア）

２：罹患率が高く、重症化の傾向がありまれに死亡する
事がある感染症
（百日咳、結核、麻疹、インフルエンザ、Ｈｉｂ、肺炎球菌）

３：過半数は重症化しないが、深刻な合併症を伴う事が
ある感染症
（風疹（先天性風疹症候群）、ムンプス、水痘、B型肝炎

パピローマ）





日本は予防接種後進国



渡辺博. 日本医師会雑誌 2009:138(4);663-666



渡辺博. 日本医師会雑誌 2009:138(4);663-666



高山 直秀.、日本医師会雑誌 2009:138(4);667-669

消極意見：ＶＰＤ減少させる意図より、責任問題を回避の自己保身的

日本でも同時接種普及の必要性！



高山 直秀.、日本医師会雑誌 2009:138(4);667-669

混合ワクチンの開発、導入



予防接種の意味

個人免疫

社会免疫



流行 非流行

予防接種の社会的風評

ワクチンの副反応

後遺症・合併症



定期予防接種をしない児の将来の不利益

・ ＶＰＤ罹患

・ ＶＰＤの感染源

・ 進学・就職の制限

大学入学条件：東大、神戸大・・・

学部：医療系・教育系・・

・ 留学等の制約



麻疹の現状と今後の対策について（IDSC）より

麻疹ワクチン未接種理由（調査総数:2292 名)

（堺市麻疹: KAP study 2001 大阪感染症予測調査会報告）

 1 才 6 ヶ月児健診

時(未接種 326) 

３才児健診時(未接

種 106) 

麻疹ワクチンは必要だが風や発熱の為に受けるのが

遅れた 

１３８ １９ 

いずれ受けさせるつもりであるが単純にまだ受けてい

ないだけである 

１０７ ２９ 

アレルギー体質の為に受けられないと保護者が判断し

た 

４ ４ 

アレルギー体質の為に医師から受けるべきではないと

いわれた 

１３ ５ 

他の疾患がある為医師に止められている ３ ０ 

既に麻疹に罹患したから 

 

３２ ３１ 

麻疹には罹患すべきでありワクチンは必要ない ２ １ 

麻疹ワクチンは危険であり接種されるべきではない １ １ 

その他 ２３ １６ 

 

 







学校保健法施行規則の一部改正等について 平成１４年３月２９日

３ 就学時健康診断票の様式（第１号様式）
(１)  ｢主な既往症」、｢予防接種｣の欄に記載する内容については、保護者から
提供された情報を記載するものであり、医師の診察結果の記入欄と分けて、
記入しやすくしたこと。また、就学前に済ませるべき予防接種については、
名称を欄中に記載し、記入もれ のないようにしたこと。

第１号様式の（注）－裏面－

３ ｢予防接種｣の欄 健康診断の当日までに受けた予防接種法（昭和２３年法
律第６８号）及び結核予防法（昭和２６年法律第７６号）の規定による予防
接種の種類及び接種年月日を記入する。

別紙１ 就学時の健康診断について
４ 事後措置
・
・
(２)  疾病又は異常を有する者等

……。また、予防接種を受けていない者には予防接種を受けるよう指導し、
発育が………



医 師
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それぞれの
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④
予防接種(3)
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当該市町村を
除く都道府県
下市町村長

都道府
県知事

（1） （1）“‘

(2)

公
告
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‘

昭和51年9月14日衛発第725号厚生省公衆衛生局長通知「予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律等の施行について」
平成6年8月25日健医発第961号厚生省保健医療局長通知「予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律等の施行について」

（取次ぎ）
（文書確認）

県民



麻 疹

ワクチン
Ⅰ期：生後１２ヶ月以上～２４ヶ月未満
Ⅱ期：年長児（４月１日～３月３１日）
Ⅲ期：中学１年生（４月１日～３月３１日）
Ⅳ期：高校３年生（４月１日～３月３１日）
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麻疹の合併症
• 二大死因は肺炎と脳炎

• 中耳炎：１５％

• 肺炎：６％
– ウイルス性肺炎（ウイルス増殖による免疫炎症）

– 巨細胞性肺炎（細胞性免疫不全児、ウイルス性）

– 細菌性肺炎（細菌の二次感染）

• クループ症候群

• 心筋炎

• 脳炎：２ / 1,000

• SSPE：２ / １０万

• 失明：Vit.A欠乏児

• 下痢：栄養不良児
亜急性硬化性全脳炎 SSPE

及川馨氏による



流行地 期間 患者数 主な情報源 死亡例 予防接種率 

1998.1 

－1998.12 
817 例 

定点サーベイランス 

（旧伝染病予防法） 
9 例 

大阪府 

1999.12 

－2000.10 
4,564 例 

府下医療機関への質問表

送付に基く疫学調査 

1 例 

（流行期間直前） 

81％ 

（1999） 

沖縄県 1998.8 

－1999.9 
2,034 例 8 例 

69.1％ 

（1999） 

  2000.10 

－2001.10 
1,565 例 

定点サーベイランス 

1 例 
71.1％ 

（2000） 

北海道 2000.12 

－2001.9 
910 例 定点サーベイランス 

1 例 

（流行期間直前） 

87.5％ 

（1999） 

高知県 2000.4 

－2001.6 
2,429 例  定点サーベイランス 1 例 

72％ 

（1999） 
 

麻疹の現状と今後の対策について（IDSC）より



妊婦麻疹

• 流産・死産は発疹出現後２ｗ以内に多い

グリーンランドの疫学調査

感染時の

妊娠週数

調査

対象数

急性期の

流産

調査

対象数

罹患後の

早産

1～13 51 16（31.4％） 64 6（9.4％）

14～40 214 19（ 8.9％） 311 11（3.6％）

合計 265 35（13.2％） 375 17（4.5％）

及川馨氏による



修飾麻疹

• 典型的な経過をとらず軽症に経過する

• 母子免疫の残存

• グロブリン投与後

• 麻疹ワクチンによる抗体が感染防御以下に
なった時の罹患

• 抗体量に応じて軽症化の程度もことなる

• 感染力は通常の麻疹と同

及川馨氏によるものを改変



人口と麻疹流行パターン

1970年の人口
• 米国 2億
• 英国 5000万
• デンマーク 500万

• アイスランド 20万
- 流行と流行との間平均3年
間は全く島内から報告なし

サイエンス 1984より

及川馨氏による



慶安 ３年 １６８０年
元禄 ３年 １６９０年 ４１年目
享保１５年 １７２０年 ３０年目
宝暦 ３年 １７５３年 ３３年目
安永 ５年 １７７６年 ２３年目
享和 ３年 １８０３年 ２７年目
文政 ７年 １８２４年 ２１年目
文久 ２年 １８６２年 ２８年目

大人も子供も一斉に感染流行

命定めの病





推定死亡2000：530.000～958.000人
2008:115.000～222.000人

(WHO)



麻疹の現状と今後の対策について（IDSC）より



横浜市衛生研究所ＨＰより



1999～2000年大阪麻疹流行時調査
における麻しんワクチンの効果

年齢 人数 未接種で
罹患

接種で

罹患

ワクチン
の効果

総計 ２８２ 86 / 135 8 / 147 91.4％

0～4歳 114 37 / 63 1 / 51 96.7％

５～９歳 102 31 / 47 3 / 55 91.7％

１０～14歳 66 18 / 25 4 / 41 86.4％



高校生の麻疹 （麻疹迅速全数把握等より）

金 沢
近辺

口能登

能 登

加 賀

:剣道部 :不詳・非剣道部

4/1  8      15   22           29         5/6         13           20   27

全
国
高
校
剣
道
大
会
（新
潟
）

新潟県

富山県

群馬県

5 校 5 名 → 51 校210 名

1 校 1 名

1 校 1 名 → 3 校 43 名
県 外

県
内
高
校
剣
道
大
会
（金
沢
）

K I T



麻疹アウトブレークの認識・発生数と対処

5/8                15           22            29                6/5               12                 19 7/11  

発症日

管轄保健所より大学へ連絡・指導→学内広報

はしかゼロ委員会より大学へ提案書

対策会議（大学・保健所）

予防接種

疫学調査

（保健所）

二
次
感
染

三
次
感
染

四
次
感
染

発
端
患
者







医療機関
（主治医）

県福祉保険センター
（金沢市保健所）

学校･保育所等

登録会員へメール

会員専用ＨＰ

麻しん診断時の対応

情報

患者報告
（メール・Fax）

校医・園医
嘱託医

情報
助言

県
健
康
推
進
課

県
医
師
会

郡市医師会

（石川県麻しん迅速把握事業）
＋（麻しん対応マニュアル）

学校･保育所等医療機関における接触者

感染拡大防止の
対応依頼

接触者による
感染拡大防止

患
者
家
族

出
席
停
止
の
説
明

家
族
内
感
染
拡
大
防
止
の
説
明

学
生
・生
徒
・児
童
の
保
護
者

予
防
接
種
勧
奨

発
病
時
の
対
処
方



２

？
２

未接種
１３ (27.7%)

接種歴（＋）
３２ (68.1%)

不明
１８

麻疹発症者のワクチン接種歴・既往歴（臨床診断も含む）

再感染 (4.3%)

0 20               40               60               80              100 %

n = 47

初感染／PVF
１０ (34.59%)

麻疹発症者の感染様式（確実例のみ）

0 20               40               60               80              100 %

( 臨床診断、聞き取り調査、血清診断、ウイルス分離 等 による )    n = 65

( ELISA-IgM、avidity‐IgG、ウイルス分離による )

SVF／再感染
１９ (65.5%)

n = 29

n = 31

麻疹発症者のワクチン接種歴・既往歴（臨床診断も含む）

麻疹発症者の感染様式（確実例のみ）

麻疹発症者のワクチン接種歴・既往歴（臨床診断も含む）

( 臨床診断、聞き取り調査、血清診断、ウイルス分離 等 による )    n = 65

２

未接種
１３ (27.7%)

接種歴（＋）
３２ (68.1%)

不明
１８

再感染 (4.3%)

n = 47

？
２

初感染／PVF
１０ (34.59%)

( ELISA-IgM、avidity‐IgG、ウイルス分離による )

SVF／再感染
１９ (65.5%)

n = 29

n = 31

２００３金工大麻疹流行事例



麻疹の現状と今後の対策について（IDSC）より



麻疹の現状と今後の対策について（IDSC）より



及川馨氏による



及川馨氏による
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麻しん全数把握（人数/週）

１５歳以上

１４歳以下



麻疹（はしか） （第二種の伝染病）

学校において予防すべき伝染病
登校基準：発疹に伴う発熱が解熱した後３日を経過するまで出

席停止とする。ただし、病状により伝染のおそれがな
いと認められたときはこの限りではない。（なお合併
症の中で最も警戒すべき脳炎は、解熱した後再び高熱
をもって発熱することがある。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：解熱した後３日を経過するまで



風 疹

ワクチン
Ⅰ期：生後１２ヶ月以上～２４ヶ月未満
Ⅱ期：年長児（４月１日～３月３１日）
Ⅲ期：中学１年生（４月１日～３月３１日）
Ⅳ期：高校３年生（４月１日～３月３１日



0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

風疹(/100.000)
全国（今年）
県（今年）
県平均
県平均+SD,2SD
全国平均
全国平均+SD,2SD

2008年より全数把握になった為、平均等は従来の定点報告数から換算



風疹の発疹とリンパ節腫脹

わが国の風疹の現状とその対策（ＩＤSC)



風疹 （第二種の伝染病）

特有の発疹、発熱、リンパ節腫脹と圧痛を訴える疾患である。髄膜炎、脳炎、
血小板減少性紫斑病などの合併症がみられる。妊娠早期に罹患すると出生児
に先天性風疹症侯群をみることがある。
病原体 風疹ウイルス
潜伏期間 １４～２１日
感染経路（発生時期） 飛沫感染である。春の流行が多いが、秋から冬にか

けてみられることもある。
症状 発熱を伴った発疹で発病する。発疹は一般に軽度で全身に出現し、

バラ紅色の斑状の丘疹で、3～5日で消退する。消退後には落屑や
色素沈着を残さない。リンパ節腫脹は頸部、耳後部に著明で、圧
痛を伴う。発熱は一般に軽度で、気付かれないこともある。

罹患年齢 5～15歳に多いが、成人でも罹患する。
治療方法 対症療法が中心である。
予防方法 定期予防接種（生ワクチン）がある。
登校基準 紅斑性の発疹が消失するまで出席停止とする。なお、まれに色素

沈着することがあるが出席停止の必要はない。



風疹（３日ばしか） （第二種の伝染病）

学校において予防すべき伝染病
登校基準：紅斑性の発疹が消失するまで出席停止とする。なお

まれに色素沈着することがあるが出席停止の必要はな
い。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：発しんが消失するまで
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風疹患者報告数の推移
－感染症発生動向調査（1982-2004年第19週）－

1977年から女子中学生に対する
定期接種開始

サーベイランス事業開始

1989-1993年麻疹ワクチン対象者が
MMR選択可能

1995年 12～90ヶ月の男女に対
する定期接種開始

わが国の風疹の現状とその対策（ＩＤSC)



先天性風疹症候群（CRS:congenital rubella syndrome)

妊娠初期（妊娠12週以前の女性が風疹に罹患すると、ウイルス
が胎盤を介して胎児に感染し、出生児が先天性風疹症候群を発生。
白内障、緑内障、先天性心疾患（動脈管開存症、肺動脈狭窄）、
難聴（～16週）、小頭症、精神運動発達遅延、肝炎、血小板減少
性紫斑病などの症状が出生児に認められる場合がある。

個人防衛：女性は妊娠する前にワクチンによって抗体を高くして
おくこと、

社会防衛；ワクチンの接種率を上げることによって風疹の流行抑制
し、妊婦がウイルスに曝露されないようにすることが重要。

昭和４０年に沖縄で４００人以上の先天性風しん症候群の児が出生



CRS出生前に風疹の散発のみ
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わが国の風疹の現状とその対策（ＩＤSC)



１９９３年のギリシアにおける風疹の流行とそれに続く先天性風疹症候群発生数

Panagiotopoulos et al. BMJ 1999;319:1462-6 わが国の風疹の現状とその対策（ＩＤSC)



沖縄県立北城聾学校（1978～1983年）
1964年、米国～沖縄で風疹が大流行

TV化
1989,24時間テレビ「愛は地球を救う」
『叫んでも・・・聞こえない』
斉藤由貴.工藤静香.石黒賢.坂上忍
映画化
1990,『遥かなる甲子園』
三浦友和,田中美佐子,小川真由美

1987



風疹が流行すると、先天性風疹症候群の赤ちゃんが生まれることを
恐れて、人工流産が増えています

まだ見ぬ命がこんなに亡くなっています。

もう一つの目的！
産まれる前に亡くなっている命を助けたい！！

わが国の風疹の現状とその対策（ＩＤSC)



ポリオ
生ワクチン
生後３ヶ月以上～９０ヶ月未満

６週の間隔をあけ２回
（標準３～１８ヶ月）



ポリオ

不顕性：90～95%

不全型：約5%（4～8%）、発熱,頭痛,咽頭痛,悪心,嘔吐等の感冒様症状

非麻痺型：1～2%、不全型の症状に引き続き無菌性髄膜炎

麻痺型：0.1～2%

潜伏期：6～20日

前駆症状（1～10日）の後、四肢の非対称性弛緩性麻痺（AFP）

脊髄型が大部分であるが、球麻痺を合併

死亡率：小児では2～5%、成人では15～30%、妊婦では重症



IASR 18(1)より



http://mainichi.jp/photo/graph/20081220/9.html


1967



『未来への伝言』1990 栗原小巻,久米明



ポリオワクチン休戦（WHO、ユニセフ）

アフガニスタン(2001.11.6-8）

他
アンゴラ
コンゴ民主共和国（ザイール）
コンゴ人民共和国
リベリア
シエラレオネ
ソマリア
スーダン



ポリオ予防接種の副反応

経口生ワクチン（OPV)

ワクチン関連麻痺：1/4.400.000

(Vaccine associated paralytic polio、VAPP）

↓

不活化ワクチン（IPV)



ワクチンの副反応

成分 副反応 発症までの
期間

生ワクチン

元のウイルス、
細菌

元の病原体の症状、合併症
７～２１日

培養液、安定剤、
保存剤、抗菌剤

局所反応

アレルギー性反応

アナフィラキシー

接種直後

～４８時間

不活化ワクチン

病原体由来成分 細菌成分、トキソイドの毒性、
アレルギー性反応

培養液、安定剤、
保存剤、抗菌剤

局所反応

アレルギー性反応

アナフィラキシー

接種直後

～４８時間

予防接種の手引き第９版より





ポリオ（急性灰白髄炎）ワクチン関連の健康障害事例について

神戸市内における、ポリオ（急性灰白髄炎）ワクチン関連の健康障害事例について

お知らせします。

患者概要 神戸市在住の9か月児（男児）

経過 平成21年12月28日発熱（38.5度）

平成22年1月4日つかまり立ちができなくなる

平成22年1月5日母親が、はいはいする時に下半身が動いていないことに

気づく

平成22年1月7日～17日筋緊張低下と下肢の麻痺のため入院

平成22年2月5日検便の結果、ポリオウィルス2型（ワクチン株）と同定

ポリオワクチン接種歴 なし

（平成21年11月の集団接種は体調不良のため未接種）

現症状

全身状態は良好で右下肢の麻痺は改善したが、左下肢の麻痺は現在も残っている。

神戸市 保健福祉局 保健所 予防衛生課



１歳女児がポリオ発症、県内初のワクチン副反応か/藤沢
藤沢市は17日、市内の医療機関からポリオ（急性灰白髄炎）の発生届け出があっ

たと発表した。発症したのは市内在住の１歳の女児で、ポリオワクチンの予防接種
の副反応とみられる。副反応によるポリオ発症は、県内では初めて。

女児は５月14日、市民センターで行われた集団接種で経口生ポリオワクチンを接
種。発熱後に手足のまひ、運動機能低下などを起こしたため、６月３日、市内の医
療機関に入院した。

県衛生研究所が同月30日、便からワクチン由来のポリオウイルスを検出。国立感
染症研究所のポリオウイルス分離同定試験と遺伝子解析試験により、接種したワク
チンと同型と判定された。

女児は７月３日退院し、現在リハビリ中。まひはなくなったが、左腕と右肩に筋力低
下が残っている。

細菌製剤協会によると、ポリオワクチンは体内で増殖して毒性が増すことがあり、
約４８６万回の接種に１人程度（通常１人２回接種）の割合でまひなどの副反応が起
きる。記録を取り始めた２００６年以降では、07年に１人、08年に２人、今年は神戸市
（兵庫県）と今回の藤沢市で１人ずつ発症例が報告されているという。

日本では１９６０年代のポリオ大流行を受けて、生ワクチンの接種がスタート。70年
代以降は、まひ患者はほとんどみられなくなった。また、自然感染による患者発生は、
80年の１例を最後に根絶された。
2010年9月18日



ポリオの会HPより



近いうちに DPT+IPV？
Ⅲ相治験進行中だが



日本脳炎

ワクチン
Ⅰ期：６ヶ月以上～９０ヶ月未満

初回：標準３才
１～４週間隔で２回

追加：初回終了後１年の間隔
標準４才

Ⅱ期：９～１２才
標準小学校４年生

救
済



山梨県甲斐市の女子中学生
女子生徒は7月10日、同市内の病院で予防接種を受け

た。21日に発熱症状を訴え、熱が下がらずに28日、甲
府市内の病院に入院。8月中旬に大脳の炎症を確認、中
巨摩郡内の病院に転院した。9月下旬には外出許可が下
おりるなど回復を見せたが、10月上旬に容体が悪化し、
自発呼吸停止状態に陥り、検査で脳幹や小脳の一部に
炎症が確認された。現在も人工呼吸器を付けた状態と
いう。( H16/11/5 山梨日日新聞 )



健感発第０５３０００１号
平成１７年５月３０日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 厚生労働省健康局結核感染症課長

定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えについて
（勧告）

日本脳炎については、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条第１項の規定に
基づき定期の予防接種を行っているところであるが、本年５月、疾病・障害認定審査
会において、現行の日本脳炎ワクチンの使用と重症ＡＤＥM（急性散在性脳脊髄炎）
との因果関係を肯定する論拠がある旨の答申が出され、５月２６日付けで厚生労働大
臣による因果関係を認定したところである。これは、厳格な科学的な証明に基づくも
のではないが、日本脳炎ワクチンの使用と重症のＡＤＥMとの因果関係を事実上認め
るものである。
ついては、マウス脳による製法の日本脳炎ワクチンの使用と重症のＡＤＥMとの因果
関係を肯定する論拠があると判断されたことから、現時点ではより慎重を期するため、
定期の予防接種においては、現行の日本脳炎ワクチンの積極的な勧奨をしないことと
されたい。
なお、定期の予防接種の対象者のうち日本脳炎に感染するおそれが高いと認められ
る者等その保護者が日本脳炎に係る予防接種を受けさせることを特に希望するものに
ついては、当該保護者に対して本通知の趣旨並びに日本脳炎の予防接種の効果及
び副反応を説明し、これに基づく予防接種実施に関する明示の同意を得た上で現行
の日本脳炎ワクチンを使用した接種を行うことは差し支えない。・・・・・・・



厚生労働省・検疫所 平成17年10月25日 WHO東南アジア事務局 情報

○インド
日本脳炎の流行が始った平成17年7月以降、平成17年10月24日までに、インド
のウッタルプラデシュ州から総計5347名の日本脳炎患者が報告され、この内
1180名が死亡している（致死率：22％）。これらのうち、387名の患者と95名
の死者（致死率：24.5％）が隣接したビハール州から報告された。

○ネパール
平成17年9月27日までに、総計1879名の日本脳炎患者が報告され、内298名

が死亡している（致死率：16％）。これらの大部分を占める、1636名の患者
と262名の死者はネパール西部、中西部、極西部地域で発生した。



WHO Weekly epidemiological record

25 AUGUST 2006, 81st YEAR

No. 34/35, 2006, 81, 325–340

(H18.8.25)

マウス脳由来ワクチン接種後、ＡＤＥＭ（急性散在性脳脊髄炎）
や重症アレルギー反応が発生した報告が非常に稀にあるが、ワク
チン接種の利点を考慮するとこれらの報告でもって日脳ワクチン
接種を延期すべきではなく、継続を勧告する。

（愛知衛研ＨＰ）



平成17年7月19日
厚生労働省健康局結核感染症課 日本ウイルス学会 理事会
課長 牛尾 光宏 殿 ICD (Infection control Doctor)認定委員会

委員長 庵原俊昭

「予防接種法施行令」「予防接種実施規則」の一部改正に関する要望書
日本ウイルス学会は、・・・今回のウイルスワクチンにかかる「予防接種
法施行令」および「予防接種実施規則」の一部改正につき要望いたします。
・・・・・

1. 日本脳炎予防接種第3期の廃止についての要望
1. ・・第３期接種を再評価する。
2. ・・接種できずに対象年齢を超過した児に対して、「定期の予防接種に

おける積極的勧奨」再開後に経過措置をする。
3. ・・第1期および第2期の接種率が低下する危険性が考えられるため、現

在の接種率を維持するための啓発活動を行うとともに、再開後も継続
して接種率を評価する。

4. 日本脳炎高リスク地域に居住する児に対して、ワクチン接種を含めた感
染予防対策を啓発する。

5. ベロ細胞由来日本脳炎ワクチン承認後も日本脳炎ワクチン関連ADEM発症
について調査研究を行う。

4. 日本脳炎高リスク地域に居住する児に対して、ワクチン接種を含めた感
染予防対策を啓発する。



行政（国）

H5/5/30：接種の積極的勧奨の差し控え(希望により接種可)

H5/7/29：Ⅲ期中止

H6/8/31：接種希望者には接種券発行を断ることができない

H7/5/16：接種希望者は接種できる。九州・中国・四国は接種した方が

良いのではないか

H7/5/16：地方自治体はワクチンの安定供給に尽力されたい。

H7/7/23：蚊に刺されないようにポスター作製

H9/6/2：乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン：Ⅰ期、Ⅰ期追加に使用可

Ⅱ期は不可

接種の積極的勧奨の差し控え続行

H10/3/9：従来型日本脳炎ワクチン終了

H10/4：ワクチンⅠ期、Ⅰ期追加積極的勧奨開始（３歳児のみ）

Ⅱ期：接種ワクチンなし

H10/8：ワクチンⅡ期接種開始

Ⅰ期、Ⅱ期 救済措置も接種年齢変更なし



宮崎県HPより



（平成１７年～２０年）

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度



平成21.6 アクタス



北國新聞H22.10.21



日本脳炎の１幼児例 池田ちづる、平井克樹 他

３歳５ヶ月 男児、日本脳炎ワクチン未接種

平成18年9月9日夜より下痢あり．10日朝より38～39度の発熱あり．市販薬内服．
11日近医受診、咽頭発赤あり、感冒薬と解熱剤が処方される．39度の発熱あり、
23時に解熱剤使用．不機嫌、食欲低下あるも水分摂取はできた．12日(1病日)発
熱持続．朝7時頃一旦起床するも、食事はとらず再度入眠．9時頃母が児の手が
震えているのに気づく．口唇チアノーゼ、全身間代性痙攣出現し、救急車要請
し、近医総合病院へ搬送された．ジアゼパム静注で痙攣は約25分で頓挫するも、
その後意識障害が遷延し、救急車で当院へ搬送となった。
…人工呼吸管理、脳低温療法…
10月23日(42病日)退院時は、右手の挙上できたが、物をつかむことは難しかっ
た。また、会話の意味は理解できており、「ママ」「アンパンマン」という発
語もみられるようになった。…病後８ヶ月左側側頭葉～頭頂葉 、両側視床の
委縮進行．…

（日本小科学会雑誌112(9),1390-1397,2008）
(平成20年）



発症地 発症日 年齢性別 備考

熊本県 H19/8/30 ６０歳代・女性

福岡県 H19/8/26 ４０歳代・男性

石川県 H19/9/16 ８０歳代・女性 死亡※

石川県 H19/10/9 ６０歳代・男性

山口県 H19/10/6 ６０歳代・男性

大分県 H19/9/10 ７０歳代・女性

島根県 H19/9/28 ７０歳代・女性

愛知県 H19/9/22 ４０歳代・女性 死亡

鳥取県 H19/10/18 ４０歳代・男性

茨城県 H20/5/27 ６０歳代・男性

愛知県 H20/8/23 ５０歳代・男性

茨城県 H20/9/9 ５０歳代・男性

熊本県 H21/8/6 ７歳・男児 ※

大阪府 H21/8/22 ４０歳代・女性

高知県 H21/8/24 １８ヶ月女児

ワクチン積極的勧奨中止後の発症

国立感染研HPより



Ｓ２１～Ｈ２０

S29                    S42             S51                              H7 
S21 S30  S40 S50 S60 H2 H12 H17

H1：



日本脳炎予防注射

問題点

マウス脳→Vero細胞由来

人口移動増加／地球温暖化

→北海道は未接種で良いのか

Ⅲ期は本当にしなくてよいのか

６ヶ月～＜３才：半量(0.25ml)の投与量は適正か

接種対象者への広報（Exp 年中児、年長児）

救済接種者への接種法の混乱



ＤＰＴ
ワクチン
Ⅰ期：３ヶ月以上～９０ヶ月未満

初回：標準３～１２ヶ月
３～８週間隔で３回

追加：初回終了後６ヶ月以上の間隔
標準 初回終了後１２～１８ヶ月

Ⅱ期：１１～１２才
標準 小学校６年生



ジフテリア

鼻ジフテリア

咽頭・扁桃ジフテリア

→偽膜形成、

真性クループ（嗄声・犬吠性咳嗽）喉頭ジフテリア

皮膚ジフテリア

眼結膜ジフテリア

生殖器（陰門）ジフテリア

合併症：心筋炎、神経炎、血小板減少



トキソイド

外毒素をホルマリンなどで処理することにより、

免疫原性を有した状態でその毒性を消失したもの。

不活化ワクチンの一種。



IASR 19(10)より



旧ソ連圏では、かつてはDPTの普及によってジフテリア患者数は

極めて少数となっていたが、政権崩壊のあおりを受けてワクチンの

供給不足、あるいは安定性の低下によって住民の免疫レベルは低

下し、その結果旧ソ連圏一帯でジフテリアが再び流行した。1990～

1995年で125,000人の患者が発生し、4,000人以上の死亡が確認さ

れた。国際協力によるワクチンの接種強化により、旧ソ連でのジフ

テリアは再び減少した。このようにワクチン接種率が低下すると、ジ

フテリアは再び流行する危険性があることが示唆されている。欧米

諸国や発展途上国でも散発例が見られており、海外渡航者の感染

発症事例もある。 -IDWR 感染症の話-



破傷風
新生児破傷風

破傷風 Ⅰ期：開口障害嚥下困難

Ⅱ期：痙笑、

Ⅲ期：硬直性痙攣

ワクチン： トキソイド

破傷風ワクチン：基礎免疫があれば１０年毎追加



IASR 23:1-2より



IASR 23:1-2より



IASR 23:1-2より
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百日咳
・乳幼児が罹患すると重篤になり、無呼吸発作、肺炎、

脳症を併発することもあり、生命の予後に関連する。

・母子免疫もほとんど期待できないので乳児早期から

罹患しうる。

・接種は生後３箇月になったらできるだけ早く開始する

ことが勧められる。

・近年、百日咳の大人が小児殊に新生児に感染させて

重症化すること多く報告され、Ⅱ期のＤＴにＰを加える

動きがある。



IASR 18(5)より
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百日咳（第二種の伝染病）

吹笛様吸気で終わる特有な連続性・発作性の咳（レプリーゼ）が長期にわたって統く
感染症である。幼若乳児では無呼吸発作となることもある。肺炎、中耳炎、脳症の合
併症がみられる。
病原体 グラム陰性桿菌である百日咳菌
潜伏期間 ６～１５日
感染経路（発生時期） 飛沫感染である。1年を通じて存在するが春から夏にかけて多

い。
症状 臨床経過により、カタル期、痙咳期、回復期の三期に分けられる。カタル

期は１～２週間で、定型的な気道のカタル性炎症を呈し、次第に咳は激し
くなり、痙攣様咳嗽となる。痙咳期は1か月位続き吹笛様吸気を伴った連続
性咳嗽を反復する。乳児では睡眠障害を示す咳嗽発作のみのこともある。顔
面は浮腫状を呈する百日咳顔貌と結膜下出血を認める。胸部所見は咳がひど
いわりに異常が少ないのが特徴である。回復期はり２～３週間だが数か月に
及ぶこともある。幼児期後半以降の罹患では症状は軽くなる。

罹患年齢 乳児期から幼児期に多い。
治療方法 抗生剤を早期に用いれば有効である。他は対症療法であるが、場合により鎮

痙剤を用いることもある。
予防方法 定期予防接種がある。乳児期での罹患は症状が重いので、乳児の早期からの

予防接種が勧められている。
登校基準 特有な咳が消失するまで出席停止とする。ただし、病状により伝染のおそれ

がないと認められたときはこの限りではない。



百日咳
第二種の伝染病

登校基準 特有な咳が消失するまで出席停止とする。
ただし、病状により伝染のおそれがないと認められた
ときはこの限りではない。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：特有な咳が消失し、全身状態が良好であること

（抗菌薬を決められた期間服用する。７日間服用後は
医師の指示に従う）



百日咳の問題点

・大人の百日咳が世界的に増加の報告、

ワクチンⅡ期のＤＴにＰを加える流れ

・百日咳の診断の難しさ

百日咳特有の咳は少ない

特殊な培養培地が必要

ＬＡＭＰ法もあるが一般的ではない

ワクチンと交差する抗体価により抗体価診断



インフルエンザ
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施設名 施設区域 計 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

西念保育園 金沢西 11 6 1 1 3

大徳保育園 金沢西 2 1 1

県中保育所 金沢西 4 1 2 1

北安江保育園 金沢西 14 1 1 3 3 1 1 2 1 1

ニコニコ保育園 金沢西 2 1 1

広岡保育所 金沢西 6 1 1 2 1 1

双葉町子供家保育園 金沢再 1 1

正美保育園 金沢西 19 1 6 2 1 3 2 2 1 1

松寺保育園 金沢西 20 7 1 2 4 1 5

みなと保育園 金沢西 9 2 2 1 2 1 1

明成幼稚園 金沢西 5 1 1 1 1 1

諸兄保育園？ 金沢西 1 1

弓取保育園 金沢西 1 1

わらべ保育園 金沢西 21 2 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1

大徳小 金沢西 20 1 1 1 3 1 9 1 2 1

金石小 金沢西 14 1 3 2 2 1 2 1 2

木曳野小 金沢西 12 2 1 1 1 2 1 2 2

鞍月小 金沢西 2 1 1

西小 金沢西 5 1 1 2 1

戸板小 金沢西 4 1 1 1 1

長田町小 金沢西 1 1

諸江町小 金沢西 12 5 2 1 1 3

浅野川中 金沢西 2 1 1

金石中 金沢西 6 1 2 2 1

大徳中 金沢西 10 1 3 1 1 3 1

長田中 金沢西 1 1

港中 金沢西 1 1

西高 金沢西 1 1

駅西予備校 金沢西 1 1

愛香南部幼稚園 金沢南 2 1 1

あおば保育園 金沢南 20 1 8 4 4 1 1 1

泉保育所 金沢南 5 1 1 1 2

泉ヶ丘保育園 金沢南 2 1 1

泉の台幼稚舎 金沢南 2 1 1



北海道大学大学院獣医学研究科ＨＰより



北海道大学大学院獣医学研究科ＨＰより



5） 発病

1） 生体への侵入

2） 各臓器への移動

3） 細胞に感染

4） 細胞内で増殖

e-笑顔倶楽部ＨＰより



栄養

かぜの予防

予防接種

手洗い

うがい

マスク睡眠

加湿

×
人ごみ

換気 保温

ティシュ
ペーパー
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ワクチンによるインフルエンザ効果

発症抑止

１～６歳

成人

高齢者

２２～３８％

７０～９０％

４５％

死亡阻止

８０％



ワクチンなし ワクチンなしワクチンあり ワクチンあり

インフルエンザ発症阻止率

学童・成人 ８０％ 乳幼児 ３０％ として
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横浜市医師会ＨＰより

発症率１０％ 発症率３０％



ワクチンなし ワクチンあり

乳幼児におけるワクチンによる

３９℃以上の発熱抑止率

１～６ 歳 ３３％



ワクチンなし ワクチンなしワクチンあり ワクチンあり

インフルエンザ発症阻止率

学童・成人 ８０％ 乳幼児 ３０％ として
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980

20

700
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133

発症率１０％ 発症率３０％

39.0℃以上



インフルエンザ（第二種の伝染病）

急激に発病し、流行は爆発的で短期間内に広範囲に蔓延し、高い罹患率を示す急性
熱性疾患である。合併症としては、肺炎、中耳炎、脳炎、心筋炎、心嚢炎、副鼻腔
炎、筋炎、ライ症侯群、ギランバレー症侯群などがみられる。
病原体 インフルエンザウイルス。Ａ，Ｂ，Ｃ型がある。
潜伏期間 １～２日
感染経路（発生時期） 患者の鼻腔、咽頭、気道粘膜の分泌物からの飛沫感染によ

る。毎年12月ころから翌年3月ころにかけて流行する。
Ａ型は大流行しやすいが、Ｂ型は局地的流行にとどまることが多い。
流行の期間は比較的短く、地域的には発生から3週間以内にピークに達し、
３～４週間で終焉する。

症状 悪寒、頭痛を初発症状として発熱（39～40℃）を伴う。頭痛とともに咳、
鼻汁で始まる場合もある。全身症状としては、全身倦怠、頭痛、腰痛、
筋肉痛などもある。呼吸器症状としては咽頭痛、鼻汁、鼻閉が著明であ
る。消化器症状としては嘔吐、下痢、腹痛がみられる。

罹患年齢 全年齢層
治療方法 対症療法が主であるがアマンタジン等の抗ウイルス剤が使用されること

もある。二次的な細菌感染による肺炎、気管支炎、中耳炎、などがある
ときは抗生剤を使用する。

予防方法 インフルエンザＨＡワクチンの接種が有効である。また潜伏期間が短い
ので、流行時には臨時休業も有効である。なお、インフルエンザの取扱
いについては文部省発出の関連通知を参照のこと。

登校基準 解熱した後2日を経過するまで出席停止とする。ただし、病状により伝

染のおそれがないと認められたときはこの限りではない。



インフルエンザ

学校において予防すべき伝染病

登校基準：解熱した後2日を経過するまで出席停止とする。

ただし、病状により伝染のおそれがないと認め

られたときはこの限りではない。

保育所における感染症対策ガイドライン

登園基準：発症後最低５日間かつ解熱した後３日を経過す

るまで



治療

抗ウイルス剤

アマンタジン（シンメトリル）・・M２蛋白阻害

オセルタミビル（タミフル）・・ノイラミダーゼ阻害

ザナビル（リレンザ） ・・ノイラミダーゼ阻害

ラニナビル（イナビル） ・・ノイラミダーゼ阻害

ベラミビル（ラピアクタ） ・・ノイラミダーゼ阻害

48時間以内に使用



流行性耳下腺炎
= ムンプス
= おたふくかぜ

ワクチン：生ワクチン（任意接種）
１２カ月（24カ月）以上



加藤小児科医院のＨＰより

耳下腺

顎下腺
舌下腺

耳下腺

顎下腺舌下腺



近畿外来小児科学研究会７ / 7.400

ムンプス罹患中～後２週間の
指擦りによるスクリーニング



潜伏期間

約１８日

合併症

無菌性髄膜炎

血小板減少性紫斑病

難聴

精巣炎、卵巣炎

膵炎



流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）（ 第二種の伝染病 ）

耳下腺の急性腫脹を主症状とする疾患である。合併症としては無菌性髄膜炎
が多く、症状の軽いものを入れると2～3％に達するという。また難聴の原因
としても注意を要し、膵臓炎の合併もある。成人の罹患では精巣炎、卵巣炎
などの合併が注意を要する。
病原体 ムンプスウイルス
潜伏期間 14～24日
感染経路（発生時期） 飛沫感染である。接触の度合いの大きい幼稚園、保育

所、小学校での流行が多く、また、春から夏にかけて多い。
症状 全身感染症であるが耳下腺の腫脹が主症状で、時に顎下腺腫脹も伴

う。耳下腺は瀰漫性に腫脹し、頭痛があり、一側または両側がおか
される。腫脹は2～3日で頂点に達し、3～7日間、長くても10日間で
消退する。

罹患年齢 幼児期から小学校期に多い。
治療方法 対症療法が中心である。
予防方法 生ワクチンが実用化されているが任意接種である。副反応としての

無菌性髄膜炎の合併が2000～3000接種に1例程度見いだされる。た
だし、病状により伝染のおそれがないと認められたときはこの限り
ではない。

登校基準 耳下腺の腫脹がある間はウイルスの排泄が多いので、腫脹が消失す
るまで出席停止とする。



流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
第二種の伝染病

学校において予防すべき伝染病
登校基準：耳下腺の腫脹がある間はウイルスの排泄が多いので、

腫脹が消失するまで出席停止とする。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：耳下腺の腫脹が消失するまで
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発熱
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AｄV感染症

呼吸器症状
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消化器症状
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皮膚症状
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Mumps+Herpangina



ムンプスワクチンの問題点

２回接種必要性の広報不足

副反応発生率が高い

髄膜炎：0.04%（自然感染：0.67%）

cf Jeryl Lynn株：≦0.00012%

シーズロッド法（日本：継代法）

接種開始年齢：推奨２才（１才）

ムンプス診断の問題点

・他のウイルス（アデノV、パラインフルエンザVなど）の耳下腺炎。

・ムンプスVによる２度罹りもある。



渡辺博. 日本医師会雑誌 2009:138(4);663-666



水痘

予防：生ワクチン
任意接種（１歳以上）







帯状疱疹
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水痘（みずぼうそう） （第二種の伝染病）

紅斑、丘疹、水疱、膿疱、痂皮の順に進行する発疹が出現し、同時に各病期の発疹が
混在する伝染性の強い熱性疾患である。肺炎、脳炎、肝炎、ライ症侯群などを合併す
ることもある。
病原体 水痘・帯状疱疹ウイルス。初感染で水痘の症状を示し、治癒後ウイルスは

肋間神経などの神経節に潜伏し、免疫状態が低下したときに帯状疱疹とし
て再発症する。

潜伏期間 １１～２０日（１４日程度が多い。）
感染経路 主として飛沫感染であるが、膿・水疱中にはウイルスがいるので接触感染

もする。帯状疱疹からは飛沫感染しないが、直接接触感染はする。痂皮と
なれば感染源とはならない。

症状 発疹は躯幹、有髪頸部から顔面に好発する。発熱しない例もある。発疹は
紅斑、水疱、膿疱、痂皮の順に変化する。かゆみや疼痛を訴えることもあ
る。

罹患年齢 幼児期に多い。
治療方法 対症療法が中心であるが、抗ヘルペスウイルス剤（アシクロビル）が有効

である。細菌による二次感染には抗生剤を使用する。
予防方法 任意接種の水痘生ワクチンがある。ワクチン接種をしても軽く罹患するこ

とが20％程度にある。
登校基準 すべての発疹が痂皮化するまで出席停止とする。ただし、病状により伝染

のおそれがないと認められたときはこの限りではない。



水痘（みずぼうそう） （第二種の伝染病）

学校において予防すべき伝染病
登校基準：すべての発疹が痂皮化するまで出席停止とする。

ただし、病状により伝染のおそれがないと認めら
れたときはこの限りではない。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：すべての発しんが痂皮化するまで

帯状疱疹
保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：すべての発しんが痂皮化するまで（職員も）



治療

アシクロビル

予防
接触後７２時間以内のワクチン接種



水痘ワクチンの問題点

２回接種必要性の広報不足

接種しても２０%が罹患（軽く経過）



渡辺博. 日本医師会雑誌 2009:138(4);663-666



Hibワクチン



小児の細菌性感染症

肺炎球菌
19.5%

細菌性髄膜炎（<15歳)

Other

インフルエンザ菌
55%

GBS溶連菌

砂川他．感染症誌2008; 82(3): 187-197

肺炎球菌
87%

菌血症（=<3歳)

インフルエンザ菌

西村他．日児誌2005; 109(5): 623-629

細菌性中耳炎（<6歳)

神谷，他．感染症誌 2007; 81: 59-66

肺炎球菌
31.7%

インフルエンザ菌
37.5%

罹患率など1-3

• 肺炎球菌性髄膜炎：2.9人/ 10万人
• 肺炎球菌非髄膜炎： 9.8人/10万人
• 入院市中肺炎：1000名あたり19.8人
• 中耳炎： 3歳までに83％が1回は罹患

1.神谷齊．ワクチンの有用性向上のためのエビデンス及び方策に関する研究．平成
19年度統括・分担報告書
2. 荻田他．感染症誌2008; 82: 624-627
3. Teele DWT et al. J Infect Dis 1989; 160: 83-94

外来小児りーフレット資料（西村氏）



ワクチン接種スケジュール

月齢 スケジュール

（カ月） 初回接種 追加接種

2～ 6 4週*)以上の間隔で3回接種 14～24カ月齢（初回免疫後から概ね1年）

7～11 4週*)以上の間隔で2回接種 14～24カ月齢（初回免疫後から概ね1年）

12～60 1回接種

*) ただし、医師が必要とした場合は3週の間隔で接
種してよい

2008小児科医会セミナー資料（深澤氏）



Hibワクチンはアジア・アフリカを含む１００ヵ国以上で導入されており、先進国で
は日本だけが未導入である。

世界におけるＨｉｂワクチン導入の現状

2008小児科医会セミナー資料（深澤氏）



• 1997年5月：乳児の定期ワクチン接種をガンビアのEPIに導入

（2、3、および4カ月齢時）[1]

– 2回接種後に、Hib疾患に対して94%の有効性、Hib髄膜炎に対して93%の有効性

– 接種児／未接種児ではHib保菌の事実上の根絶（集団効果）

 Hib伝播はほぼ無視できるレベルまで低下
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乳児への定期予防接種の導入
（1997年5月1日）

1993～1995年の
Hib有効性試験

1997年5月～2001年12月の
ワクチン有効性試験

1歳未満の乳児

5歳未満の幼児

予防接種導入前と導入後のガンビアの小児における
Hib髄膜炎の罹患率[1]

感染防御効果
ガンビアにおける Hibワクチンの有効性

Figure adapted from [1] Adegbola et al. Lancet, 2005; 366(9480)
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• 1996年7月：2、4、および6カ月齢の乳児への定期予防接種の導入

– ワクチン導入後最初の1歳未満コホートでは92%のワクチン接種率

– 定期ワクチン接種導入からわずか1年後に目に見えてHib髄膜炎の症例数が有意に
減少
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乳児への定期予防接種の導入
（1996年7月）

チリの5歳未満の小児におけるワクチン導入前と導入後の
Hib髄膜炎の発症数

影響
チリにおける Hibワクチン導入

Landaverde et al. Rev Panam Salud Publica, 1999; 5(3)
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• 1994年8月：2、4、6、および12～15カ月齢の乳幼児への定期ワクチン接種の導入

– 5歳以下の乳幼児の87%が、ワクチン導入から1年以内に全コースのワクチン接種を完了

– Hib髄膜炎の症例数が顕著に減少

乳幼児への定期予防接種の導入
（1994年8月）

H
ib

髄
膜

炎
の

症
例

数

1993            1994           1995            1996            1997

年

0

10

15

20

25

5

ウルグアイにおける5歳未満の乳幼児に対する
ワクチン導入前と導入後のHib髄膜炎の発症数

影響
ウルグアイにおける Hibワクチン導入

Landaverde et al. Rev Panam Salud Publica, 1999; 5(3)
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• 2002年2月：6、10、および14週齢時の乳児への定期的ワクチン接種の導入

– Hib髄膜炎の罹患率が2003年から著明に低下（S. pneumoniaeとは異なる）
– ワクチンの有効性： 3回接種後に全体で91%

HIV感染児では少なくとも2回接種後に100%
 Hibワクチンは、立場の最も弱い集団（地方およびHIV感染）において効果的

マラウイにおける5歳児未満の
H. influenzae髄膜炎の症例（1997～2005年）

影響
マラウイにおける Hibワクチン導入

Daza et al. Vaccine, 2006; 24(37-39)
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影響
オランダにおける Hibワクチン導入

Van Alphen et al. J Pediatr, 1997; 131(6)

• 1993年4月：3、4、5、および11カ月齢の乳児への定期ワクチン接種の導入

– 全体で93.6%の有効性、2回以上の接種を受けた小児では99.4%

（ワクチン群対対照群、年齢3歳以下の乳幼児n≈800,000）

– 季節変動の消失

– 高年齢時でのワクチン接種が行われていないため、集団効果は観察されなかった

乳児への定期予防接種の導入

b型H. influenzae

非b型H. influenzae30
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• 1992年10月：乳幼児の定期ワクチン接種の導入

– 1991-1992年～1993-1994年：5歳未満の乳幼児では侵襲性Hib疾患が
93.5%低下

– 1990-1991年～1993-1994年：無莢膜株による症例では48%低下
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乳幼児の定期予防接種の導入

b型：5歳未満の乳幼児

b型：5歳を超える全症例

無莢膜株：全年齢

140

ワクチン導入前と導入後のイングランド地方およびウェールズ地方
におけるH. influenzae感染症数（1990～1996年）[1, 2]

影響
英国における Hibワクチン導入

[1] Hargreaves et al. BMJ, 1996; 312(7024) [2] Slack et al. PIDJ, 1998; 17(9 suppl)
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渡辺博. 日本医師会雑誌 2009:138(4);663-666



ＰＣＶワクチン



ワクチン接種スケジュール

ファイザーHPより



肺炎球菌の耐性化の国際比較

日本

スペイン

アメリカ

ブラジル

イギリス

ロシア

ドイツ

オランダ

The Alexander Project 1998-2000 JAC (2003) 52 改変
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生方公子、肺炎球菌、日医雑誌 138： 715-718, 2009
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PCV7

７価，10価，13価ワクチンに含まれる血清型

PCV10

PCV13

PCV7: (Wyeth) 93カ国で発売（うち35カ国で定期接種）
PCV10: (GSK) カナダ、ヨーロッパ、オーストラリアで承認済み
PCV13: (Wyeth) ヨーロッパ、アメリカで申請済み ※2009年3月31日現在

外来小児りーフレット資料（西村氏）



ＰＣＶ７ワクチン
４．６Ｂ，９Ｖ，１４，１８Ｃ，１９Ｆ，２３Ｆ：73.8%

ＰＣＶ１３ワクチン
１，３，４，５，６Ａ，６Ｂ，７Ｆ，９Ｖ，

１４，１８Ｃ、１９Ａ，１９Ｆ，２３Ｆ：92.1%

ＰＣＶ２３ワクチン
小児には不適
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アメリカにおけるワクチン導入後の
肺炎球菌による重症感染症の変化

Surveillance for IPD 2000-2005 Pediatr Infect Dis J. (2007) 26改変

2000年から
定期接種化

↓



小児用肺炎球菌ワクチン導入国

2009年3月現在（ワイス社資料改変）

93ヵ国が導入（うち35ヵ国で定期接種）

：導入国 ：定期接種導入国

：接種予定（承認取得済み）
外来小児りーフレット資料（西村氏）



渡辺博. 日本医師会雑誌 2009:138(4);663-666



ＨＢＶ



ワクチンの問題点

日本の戦略は垂直感染予防

世界の戦略は水平感染予防



渡辺博. 日本医師会雑誌 2009:138(4);663-666



Q HBVは保育所、学校、介護施設などの集団生活の場で感染しますか？
A 一般に、集団生活の場でHBVの感染が起こることはないとされています。

実際、703人（18人のHBVキャリアが同居）の介護福祉施設で４年間新規
感染者なし。 保育所、学校、職場などの集団生活の場でHBVキャリアが
他人にHBVを感染させることはないと言える。しかし、保育所でのHBV感
染事例の報告もあり、下記の事項は守るように注意。
ＨＢＶキャリアであることを理由に保育所、学校、介護施設などで区別
したり、入所を断ったりすることはできない。
1．血液や分泌物がついたものは、むきだしにならないようにしっかり

くるんで棄てるか、流水でよく洗い流す
2．外傷、皮膚炎、鼻血などは、できるだけ自分で手当てをし、また手

当てを受ける場合は、手当てをする人に血液や分泌物がつかないよ
うに注意する

3．カミソリ、歯ブラシなどの日用品は個人専用とし、他人に貸さない
ように、また借りないようにする

4．乳幼児に、口うつしで食べ物を与えないようにする
5．トイレを使用した後は流水で手を洗う （厚労省）



保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：急性肝炎の場合、症状が消失し、全身状態が

良いこと
キャリア、慢性肝炎の場合は登園に制限はない



感染性腸炎



Salmonella O9



感染性胃腸炎

定義 細菌又はウイルスなどの感染性病原体による嘔吐、下痢を主症状とする

感染症である。原因はウイルス感染（ロタウイルス、ノロウイルスなど）

が多く、毎年秋から冬にかけて流行する。また、エンテロウイルス、ア

デノウイルスによるものや細菌性のものもみられる。

臨床的特徴

乳幼児に好は津市、１歳以下の乳児の進行が早い。

主症状は嘔吐と下痢であり、種々の程度の脱水、電解質喪失症状、全身

症状が加わる。

嘔吐または下痢のみの場合や。嘔吐の後に下痢がみられる場合と様々で、

症状の程度にも個人差がある。３７～３８℃の発熱がみられることもあ

る。年長児では吐き気や腹痛がしばしばみられる

届出基準及び要件

定義・臨床的特徴より感染性胃腸炎が考えられ以下の要件をみたすもの。

ア、急に発症する腹痛（新生児や乳児では不明）、嘔吐、下痢

イ、他の届出疾患 ※ によるものを除く

※ コレラ、細菌性下痢、腸管出血性大腸菌性感染症、アメーバ赤痢



0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

感染性腸炎
全国（今年）
県（今年）
県平均
県平均+SD,2SD
全国平均
全国平均+SD,2SD



糞便の成因から見た下痢の分類

下痢

滲出性
（大腸型）

分泌性
（小腸型）

浸透圧性

細菌の粘膜侵襲

アレルギー性

細菌外毒素
（ エンテロトキシン ）

ウイルス性

代謝性

病原大腸菌
赤痢菌
サルモネラ
カンピロバクター
エルシニア
ビブリオ

毒素原性大腸菌
コレラ
ブドウ球菌

ロタウイルス
アデノウイルス
ノロウイルス
サポウイルス

乳糖不耐症
・・・・・



Campylobacter ２０７
EPEC ９６
Salmonella ６1

Yersinia enterocolitica ５３
Vibrio parahaemolyticus  １
Campylobacter ＋ EPEC ３１
EPEC ＋ Yersinia １０
EPEC ＋ Salmonella ６
Campylobacter ＋ Yersinia ７
Campylobacter ＋ EPEC ＋ EPEC  １
EPEC ＋ EPEC  １
Salmonella ＋ Yersinia １

/ ４７５例 /  ８６０例

（199４.1.1～200８.12.31）



（1994.1.1～2008.12.31）
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Campylobacter



Campylobacter



EPECO159



EPECO145



カメ飼養水からのサルモネラ検出状況

岡崎ら 広瀬ら

（東京都衛研） （福島県衛研）

ミドリガメ １８／２６ １３／１４
（６９．２％） （９２．４％）

クサガメ １０／２２
（４５．５％）

イシガメ ３／８
（３７．５％）

そ の 他 １２／３２
（３７．５％）

日獣会誌 38:452,1985
福島衛研公害研究所年報 5:57,1988
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呼吸器症状
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消化器症状
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皮膚症状
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発熱
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欠席
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園で感染症を流行させない為に

・手洗いの励行

・おむつ交換時、シートを共用しない（ 使い捨てのシート等 ）

・おむつ交換は専用の場所（水分の浸み込まない材質）

・汚染された衣類などは園で洗わず、ビニール袋に入れ、
家へ持ち帰る。

・おもちゃ等の次亜塩素酸での消毒
０.１％：トイレ、おむつ交換場所
０.０１％：おもちゃ、食器類用
ハイター原液（５％）、ミルトン（１％）

・
・

子どもの健康と安全を守るためのＡＢＣ（米国ＣＤＣによるガイドライン）



腸管出血性大腸菌感染症
学校において予防すべき伝染病

第三種の伝染病（学校教育活動を通じ、学校において流行
を広げる可能性があるもの）

登校基準：有症状者の場合には、医師によって伝染のおそれが
ないと認められるまで出席停止とする。無症状病原
体保有者の場合には出席停止の必要はなく、手洗い
の励行等の一般的な予防方法の励行で二次感染は防
止できる。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：症状が治まり、かつ、抗菌剤による治療が終了し、

４８時間あけて連続２回の検便によっていずれも菌
陰性が確認されたもの



流行性嘔吐下痢症
学校において予防すべき伝染病
その他の伝染病（条件によっては出席停止の処置が必要と

考えられる伝染病－発生・流行の態様等を考慮の上
判断し、医師の指示に従う－）

登校基準：ウイルス性腸管感染症は、症状のある間が主な
ウイルスの排泄期間であるため、下痢・嘔吐症
状から回復した後、全身状態のよい者は登校可
能である。

ウイルス性胃腸炎
保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事がで

きること
留意すべき事項

症状が消失した後もウイルスの排泄は２～３週
間ほど続くので、便とおむつの取り扱いに注意
する。



手足口病・ヘルパンギーナ



手足口病

coxsakievirus A16、A6、A4
enterovirus 71
echo 13
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呼吸器症状
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消化器症状
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欠席
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手足口病（その他の伝染病：条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病）

口腔粘膜及び四肢末端に水疱を生じる発疹性疾患である。我が国でも昭和40年代前半から流行に
気付かれ始めた小児の感染症である。
病原体 主としてコクサッキーウイルスＡ16型とエンテロウイルス71型である。
潜伏期間 ２～７日
感染経路（発生時期） 主として飛沫感染である。ウイルスは糞便中に排泄されるので経口感染

も起こり得る。春から夏にかけて多く、流行のピークは毎年7月ころである。
症状 発熱、口腔・咽頭粘膜に痛みを伴う水疱、流涎と手、足末端や臀部の発疹、水疱がみ

られる。手足の水疱は比較的深いところに生じるので、水痘と異なり表皮が破れたり
痂皮になったりすることなく消退する。発熱は38℃以下が多い。ふつう1～3日で解熱
する。一般的には夏かぜの一つと言える軽症疾患である。時に無菌性髄膜炎を認める
ことがある。なお、最近、脳症を伴う重症例が報告されている。

罹患年齢 乳幼児に多い。原因となる病原ウイルスが複数あるため、再発することもある。
治療方法 対症療法である。
予防方法 一般的な予防の心がけしかない。
登校基準 急性期から回復後も糞便から2～4週間にわたってウイルスが排泄されることがあるが、

集団内での他人への主たる感染経路は、咽頭でのウイルスの増殖期間中の飛沫感染で
あり、発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は感染源となる。糞便のみからウ
イルスが排泄されている程度の場合は、感染力は強くないと判断されるので、全身症

状の安定した者については、一般的な予防方法の励行などを行えば登校は可能である。



学校において予防すべき伝染病
条件によっては出席停止の処置が必要と考えられる伝染病

－発生・流行の態様等を考慮の上判断し、医師の指示に従う－
登校基準：急性期から回復後も糞便から2～4週間にわたってウイルスが

排泄されることがあるが、集団内での他人への主たる感染経
路は、咽頭でのウイルスの増殖期間中の飛沫感染であり、発
熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は感染源となる。
糞便のみからウイルスが排泄されている程度の場合は、感染
力は強くないと判断されるので、全身症状の安定した者につ
いては、一般的な予防方法の励行などを行えば登校は可能で
ある。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：発熱がなく（解熱後１日以上経過し）、普段の食事ができる

こと
留意すべき事項

回復後も２～４週間にわたって糞便からウイルスが排泄され
るので、おむつ等の排泄物に注意する。
遊具は個人別にする。



ヘルパンギーナ

coxsakievirus A4、A10、A2、B ・・
echo 13、30
・・
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ヘルパンギーナ
（その他の伝染病：条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病）

主として咽頭、口峡部に丘疹、水疱、潰瘍を形成するもので、乳幼児に多く見
られる夏かぜの代表的な疾患である。
病原体 主としてコクサッキーＡ群ウイルスであり、他のエンテロウイルス

によっても起こる。
潜伏期間 ２～７日
感染経路 飛沫感染が主であるが、糞便中にもウイルスが排泄されるので経口

感染も起こり得る。糞便中へのウイルス排泄は発症後1週間以上認め
られるが、感染源となる程度の量の咽頭からのウイルス排泄は発症
後２～３日とされている。

症状 突然の発熱（39℃以上）、咽頭痛、嚥下痛を訴える。咽頭をみると
口蓋帆と咽頭の境を中心に紅斑点の小丘疹がみられ、次に水疱とな
り、まもなく潰瘍となる。口蓋咽頭部に限局する特徴的な口内疹で、
口腔内前方又は歯齪部には見当らない。

罹患年齢 4才以下の乳幼児に多い。原因となる病原ウイルスが複数あるため、
再発することもある。

治療方法 対症療法である。口内疹の痛みには鎮痛剤を加えた外用薬を使用す
る。

予防方法 一般的な予防方法の励行が大切である。
登校基準 手足口病に準じる。



学校において予防すべき伝染病
条件によっては出席停止の処置が必要と考えられる伝染病

－発生・流行の態様等を考慮の上判断し、医師の指示に従う－
登校基準：急性期から回復後も糞便から2～4週間にわたってウイルスが

排泄されることがあるが、集団内での他人への主たる感染経
路は、咽頭でのウイルスの増殖期間中の飛沫感染であり、発
熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は感染源となる。
糞便のみからウイルスが排泄されている程度の場合は、感染
力は強くないと判断されるので、全身症状の安定した者につ
いては、一般的な予防方法の励行などを行えば登校は可能で
ある。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：発熱がなく（解熱後１日以上経過し）、普段の食事ができる

こと
留意すべき事項

回復後も２～４週間にわたって糞便からウイルスが排泄され
るので、おむつ等の排泄物に注意する。
遊具は個人別にする。



咽頭結膜熱
= プール熱
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咽頭結膜熱 （ 第二種の伝染病 ）

発熱、結膜炎、咽頭炎を主症状とする疾患である。プールを介して流行するこ
とが多いのでプール熱ともいわれる。
病原体 アデノウイルス3型が主であるが、その他の型も病因となる。
潜伏期間 ５～６日
感染経路（発生時期） 飛沫感染するが、プールでは目の結膜からの感染も考

えられる。
症状 高熱（39～40℃）、咽頭痛、頭痛、食欲不振を訴え、これらの症状

が３～７日間続く。咽頭発赤が強く、扁桃の周辺も発赤する。頸部、
後頭部リンパ節の腫脹と圧痛を認めることもある。眼症状としては、
結膜充血、眼痛、羞明、流涙、眼脂を訴える。

罹患年齢 幼児期から小学生期に多い。
治療方法 対症療法が中心で眼科的治療も必要である。
予防方法 手洗い、うがい、水泳前後のシャワーの励行などの一般的な予防方

法の励行が大切である。プールを一時的に閉鎖する必要のあること
もある。

登校基準 主要症状が消退した後2日を経過するまで出席停止とする。ただし、
病状により伝染のおそれがないと認められたときはこの限りではな
い。



学校において予防すべき伝染病
第二種の伝染病

登校基準：主要症状が消退した後2日を経過するまで出席停止と
する。
ただし、病状により伝染のおそれがないと認められた
ときはこの限りではない。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：主な症状（発熱、咽頭発赤、目の充血）が消失してか

ら２日を経過するまで



アデノウイルス
現在49種類（分類によっては54種類）、A～Fの6群に分類。

潜伏期は5～7日

感染経路は便、飛沫、直接接触による。免疫がつきにくく、

何回もかかる場合がある。

肺炎： 主として3，7，21型による。

（7型は重症の肺炎。髄膜炎、脳炎、心筋炎を併発）

咽頭結膜熱（プール熱）：主として3,4型による。

流行性角結膜炎(EKC)：主として8型による。

出血性膀胱炎 ：主として11型による。

急性濾胞性結膜炎：主として1,2,3,4,6,7型による。

胃腸炎 ：主として31・40・41型による。



流行性角結膜炎
学校において予防すべき伝染病
第三種の伝染病（学校教育活動を通じ、学校において流行

を広げる可能性があるもの）
登校基準：眼症状が軽減してからも感染力の残る場合があり、

医師により、伝染のおそれがないと認められるま
で出席停止とする。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：結膜炎の症状が消失してから
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AｄV感染症

AdV 呼吸器症状
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消化器症状
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皮膚症状
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伝染性紅斑
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伝染性紅斑
（その他の伝染病：条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病）

かぜ様症状を認めた後に顔面、頬部に少しもり上がった紅斑がみられる疾患である。
その状態からリンゴ病とも呼ばれている。
病原体 ヒトパルボウイルス（ＨＰＶ）Ｂ19  
潜伏期間 感染後１７～１８日で特有の発疹を認める。ウイルスの排泄期間は発疹の

出現する1～2週間前の数日間といわれる。
感染経路 主として飛沫感染である。ウイルス血症の期間の輸血による感染の報告も

ある。
症状 かぜ様症状と引き続きみられる顔面の特徴的な紅斑である。発疹は顔面頬

部のびまん性紅斑と四肢伸側にレース状、網目状紅斑が出現する。一旦消
失して再び発疹が2～3週間後に出現することもある。掻痒感を訴えること
もある。合併症として溶血性貧血、血小板減少性紫斑病や関節炎を起こす
ことがある。また妊婦の罹患により胎児死亡（胎児水腫）が起こることが
あるので注意を要する。

罹患年齢 子どもに多い。小学校で流行することが多い。
治療方法 対症療法である。通常は治療を必要としない。
予防方法 感染力は弱く、発疹期にはウイルス排泄はないと考えられるので、飛沫感

染症としての一般的な予防方法が大切である。
登校基準 発疹期には感染力はほとんど消失していると考えられるので、発疹のみで

全身状態のよい者は登校可能と考えられる。ただし急性期には症状の変化
に注意しておく必要がある。



伝染性紅斑
（その他の伝染病：条件によっては出席停止の措置が必
要と考えられる伝染病）

学校において予防すべき伝染病
登校基準 発疹期には感染力はほとんど消失していると考えら

れるので、発疹のみで全身状態のよい者は登校可能
と考えられる。ただし急性期には症状の変化に注意
しておく必要がある。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：全身状態が良いこと

発しんが出現した頃にはすでに感染力は消失してい
る。



ＲＳＶ
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RSウイルス感染症

感冒のウイルス
鼻風邪、感冒、気管支炎、細気管支炎、肺炎
中耳炎（ウイルス性）を合併しやすい
新生児～早期乳児重症化することがある。
何度も罹患、罹患毎に症状は軽減
潜伏期：４～６日、
ウイルスの排泄が症状が消えても数週間続く

診断：抗原検出キット（３歳未満の入院児のみ保険適応）

予防；モノクローナル抗体製剤（Palivizumab）
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呼吸器症状
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消化器症状
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発熱
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保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：重篤な呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと



溶連菌感染症
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溶運菌感染症（その他の伝染病：条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病）

溶血性レンサ球菌が原因となる感染症の中でＡ群β溶血性連鎖球菌によるものをいう。扁桃炎な
ど上気道感染症、皮膚感染症（伝染性膿痂疹）、猩紅熱などが主な疾患である。特に注意すべき
点は、本症が多彩な病像を呈すること、合併症としてリウマチ熱、腎炎を呈することがあること
である。そのため、全身症状が強いときは安静を守らせ、経過を観察する必要がある。さらに最
近、急速に進行する敗血性ショック、多臓器不全症状を呈する激症型Ａ群β溶血性連鎖球菌感染
症が注目されている。
病原体 Ａ群β溶血性レンサ球菌
潜伏期間 一般に２～４日。猩紅熱は１～７日。
感染経路 飛沫感染である。飲食物による経口感染の報告もある。
症状 上気道感染では発熱、咽頭の発赤、腫脹、疼痛、扁桃の腫脹、化膿など、咽頭炎、扁

桃炎の症状が主である。猩紅熱は5～10歳ころに多く、発熱、咽頭炎、扁桃炎ととも
に苺舌と菌が産出する外毒素による発疹を認める。全身に鮮紅色、小丘疹が認められ
る。消退後に落屑や表皮剥離がある。皮膚感染症は膿痂疹で水疱から始まり、膿疱、
痂皮へと進む。

罹患年齢 子どもに多くみられるが、成人が感染する機会も多い。
治療方法 ペニシリン製剤が第一選択である。上気道炎、猩紅熱の場合、咽頭培養により溶運菌

を確認したらペニシリン系の抗菌剤を菌が消失するまで投与する。
予防方法 特に有効な方法はない。手洗い、うがいなどの一般的な予防方法の励行のほか、必要

があれば早期に細菌培養・同定を行い、ペニシリン製剤による予防的治療を行う。
登校基準 適切な抗生剤治療が行われていれば、ほとんどの場合24時間以内に他人への伝染を防

げる程度に病原菌を抑制できるので、抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよけ
れば、登校は可能である。



学校において予防すべき伝染病
その他の伝染病（条件によっては出席停止の処置が必要と
考えられる伝染病－発生・流行の態様等を考慮の上判断
し、医師の指示に従う－）

登校基準：適切な抗生剤治療が行われていれば、ほとんどの場
合２４時間以内に他人への伝染を防げる程度に病原菌を
抑制できるので、抗生剤治療開始後２４時間経て全身状
態がよければ、登校は可能である。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：抗菌剤内服後２４～４８時間経過していること。た

だし、治療の継続は必要



治療

抗菌剤１０日服用

→ リューマチ熱

急性糸球体腎炎 の予防



溶連菌感染症の問題点

健康保菌者：１０～２０％

治療の必要性

リュウマチ熱、糸球体腎炎予防の為に総ての型で治療が必要か

１０日間抗菌剤が必要か



マイコプラズマ肺炎
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マイコプラズマ感染症
（その他の伝染病：条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病）

咳を主徴とし、Ｘ線上特異な所見を示す異型肺炎であって、マイコプラズマが病因であ
る疾患である。まれに肝炎や神経系、血液系、心血管系などの疾患、
皮膚の発疹を合併することがある。
病原体 マイコプラズマ科に属する細菌で、細菌の中では最も小さい。細胞壁を欠い

ており、通常使用される細胞壁合成阻害作用の抗菌剤は無効である。
潜伏期間 ２～３週間
感染経路（発生時期） 飛沫感染である。感染力は弱いが、家族内感染、再感染が多い。

およそ4年ごとに流行する。ふつう夏から秋にかけて多い。病原体の排泄期
間は4～8週間とされる。

症状 ゆっくりと始まるかぜ様症状で、咳嗽がひどいのが特徴的である。
頑固な咳が続くときは本症を疑う。血清抗体の上昇は1週間以上を要するの
で、血清による早期診断は困難である。胸部Ｘ線所見上スリガラス状の淡い
間質性陰影を呈する。

罹患年齢 通常5歳以後で、10～15歳の子どもに多い。成人でも罹患するが、若い人に
多い。

治療方法 抗生剤として、マクロライド系（エリスロマイシンなど）とテトラサイクリ
ン系（ミノサイクリンなど）が有効である。

予防方法 飛沫感染としての一般的な予防方法の励行しかない。
登校基準 感染力の強い急性期が終わった後、症状が改善し、全身状態のよい者は登校

可能である。



学校において予防すべき伝染病
その他の伝染病（条件によっては出席停止の処置が必要と
考えられる伝染病－発生・流行の態様等を考慮の上判断
し、医師の指示に従う－）

登校基準：感染力の強い急性期が終わった後、症状が改善し、
全身状態のよい者は登校可能である。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：発熱や激しい咳が治まっていること



マイコプラズマ診断の問題点

抗体検査：IgＭ検査偽陽性が多い

半年～１年前感染の抗体の持続

２才前の抗体偽陽性

発症して１週間して陽性化

IgＧの抗体の推移で診断



伝染性軟属腫
（ミズイボ）





水いぼ（伝染性軟属腫）
（その他の伝染病：通常出席停止の措置は必要ないと考えられる伝染病）

特に幼児期（３歳がピーク）に好発する皮膚疾患である。体幹、四肢に半球状
に隆起し、中心臍を有する、光沢を帯びた粟粒大～米粒大（2～5mm）のいぼで
ある。
病原体 伝染性軟疣腫ウイルス（表皮感染による。）
症状 いぼがある以外の症状はほとんどない。発生部位は体幹、四肢こと

に腋、胸部、上腕内側などの間擦部位に多い。内容は増殖したウイ
ルスを含む軟属腫小体で感染源となる。白家接種で拡大することが
多い。数年かかることがあるが、免疫抗体の産生によって自然に治
癒する。

感染経路 接触による直接感染のほか、タオルやビート板による間接感染もあ
り得る。

罹患年齢 幼児期に多い。
治療方法 特殊ピンセットで摘み取る、あるいは液体窒素で処理するなどの直

接的治療がある。
予防方法及び学校における対応 多数の発疹のある者については、水泳プール

でビート板や浮き輪の共用をしない。



水いぼ（伝染性軟属腫）
学校において予防すべき伝染病

その他の伝染病：通常出席停止の措置は必要ないと
考えられる伝染病

予防方法及び学校における対応
多数の発疹のある者については、水泳プールでビート
板や浮き輪の共用をしない。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：掻きこわし傷から滲出液が出ているときは被覆する

こと
留意すべき事項

プールや浴槽内の水を介しての感染はしないが、ビー
ト板や浮き輪、タオル等の共用は避ける。プールの後
はシャワーでよく流す。



蟯虫症
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７回の検査を100%とみた各回検査
ごとの陽性率とその累積陽性率

影井昇：臨床と微生物２３：２０３、１９９６



家族内における蟯虫感染の相関
（子供が陽性の場合）

母親： ６９．５％

父親： ４９．３％

Hayashi et al 1959



蟯虫とプール（日本寄生虫学会）

蟯虫に感染しているからと云ってプール水泳を禁止す

る必要はありません。蟯虫卵が感染児童のお尻から遊離

して、他の児童の口に入る確率は極めて低いと考えられ

ます。

心配するなら、保虫児童は水泳のある日の朝に、良く

肛門周囲をシャワーで洗い流しておくだけで十分です。

アタマジラミについても同様で、厚生省統計でもアタマ

ジラミの感染の場としてプールは極めて少ないとされて

います。むしろプール水泳を禁止する事による「いじめ」

「差別」などの問題のほうが大きいのではないかと思わ

れます。



蟯虫の問題点

乳児の検査の必要性？

蟯虫駆虫の必要性？



あたまじらみ







３日に１回を３～４回



学校において予防すべき伝染病
その他の伝染病（通常出席停止の措置は必要ない）

予防方法及び学校での対応：タオル、くしやブラシの共用を避け
る。着衣、シーツ、枕カバー、帽子等を洗うか、熱処理
（熱湯、アイロン、ドライクリーニング）も効果がある。
頭髪を丁寧に観察し、早期に虫卵を発見することが大切
である。発見したら一斉に駆除することが効果的である。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：駆除を開始していること



突発性発疹
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保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：解熱後１日以上経過し、全身状態が良い

こと



ヘルペス口内炎





保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：発熱がなく、よだれが止まり、普段の食事が

できること

留意すべき事項：遊具は個人別にする



伝染性膿痂疹







伝染性膿痂疹（とびひ）
（その他の伝染病：通常出席停止の措置は必要ないと考えられる伝染病）

紅斑、水疱、びらん及び厚い痂皮を形成する炎症症状が強い皮膚疾患である。水疱性と
痂皮性に分けられる。
病原体 主として黄色プドウ球菌ファージⅢ群コアグラーゼＶ型と溶血性レンサ球菌。
症状 掻痒を伴うこともある。ブドウ菌によるものは水疱性が多く、溶血性レンサ

球菌は痂皮性となることが多い。始めは水疱や膿疱がやぶれてびらん、痂皮
を形成する。病巣は急速に拡大する。発赤、腫脹、疼痛などの炎症所見は少
ないが、一時的に炎症所見が強いときもある。

潜伏期間 ２～１０日（感染菌量や傷の状況によって変わる）
感染経路（発生時期） 接触感染である。痂皮にも感染性が残っている。夏期に多い。
罹患年齢 乳幼児に多い。
治療方法 皮膚の清潔である。グラム陽性菌に対して抗菌剤（ペニシリン、セフェム系）

を使用する。痂皮が完全に消失するまで治療する。全身療法（内服薬）を併
用するのが一般的である。なお接触を恐れて患部を被覆することは必要に見
えるが、治療を阻害することもある。

予防方法及び学校における対応 皮膚の清潔を保つことが大切である。集団の場では病
巣を有効な方法で覆う、プールや入浴は罹患者と共にしないなどの注意も必
要となる。炎症症状の強いもの、広範なものについては、直接接触を避ける
よう指導が必要である。



学校において予防すべき伝染病
その他の伝染病（通常出席停止の措置は必要ない）

予防方法及び学校での対応：皮膚を清潔に保つことが大切である。
集団の場では病巣を有効な方法で覆う。プールや入浴は
罹患者と共にしないなどの注意も必要となる。炎症症状
の強いもの、広範なものについては、直接接触を避ける
よう指導が大切である。

保育所における感染症対策ガイドライン
登園基準：皮疹が乾燥しているか、湿潤部位が被覆できる程度の

ものであること
留意すべき事項

湿潤部位はガーゼで被覆し、他の児が接触しないように
する。皮膚の接触が多い集団保育では、滲出液の多い時
期には出席を控える方が望ましい。
治癒するまではプールは禁止する。



治療

抗菌剤の服用

（テトラサイクリン以外の抗菌剤で）



ＨＰＶワクチン



２価ＨＰＶワクチン
１６型１８型

↓

子宮頸癌

４価HPVワクチン
６型１１型１６型１８型

↓

子宮頸癌、外陰癌、膣癌、尖圭コロンジオーマ



ＨＰＶ：１００種類

発癌性高リスク群ＨＰＶ
１６、１８、３１、３３、３５、３９、４５、５１
５２、５６、５８、５９、６８、７３、８２
（２６、５３、６６）型

欧米：１６、１８型が多い、９０％有効

日本：５２、５８型が多い、？








